
Title 連続航海に関する英米の主張
Sub Title
Author 泉, 哲

Publisher 慶應義塾理財学会
Publication year 1917

Jtitle 三田学会雑誌 (Keio journal of economics). Vol.11, No.5 (1917. 5) ,p.655(75)- 671(91) 
JaLC DOI
Abstract
Notes 雑録
Genre Article
URL https://koara.lib.keio.ac.jp/xoonips/modules/xoonips/detail.php?koara_id=AN00234610-19170501-

0075

慶應義塾大学学術情報リポジトリ(KOARA)に掲載されているコンテンツの著作権は、それぞれの著作者、学会または出版社/発行者に帰属し、その権利は著作権法によって
保護されています。引用にあたっては、著作権法を遵守してご利用ください。

The copyrights of content available on the KeiO Associated Repository of Academic resources (KOARA) belong to the respective authors, academic societies, or
publishers/issuers, and these rights are protected by the Japanese Copyright Act. When quoting the content, please follow the Japanese copyright act.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org


婼十

一

巻

(

六苽四

)

雜
錄
史
上
よ
リ
觀

?:
る
世
界
主
翁 

笫
芄
號 

七
四

M
、

一
九
一
四
尔
に
は
伯
林
の
變
節
淡
等
に
依
て
世
界 

主
*
の
理
想
は
無
錢
に
邀
切
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
五
门
人 

を
し
て
、將
來
世
界
主
義
的
理
想
を
實
行
す
る
^
方
り
、
 

善
意
と
的
確
な
る
刿
斷
ミ
が
互
^
提
挈
せ
む
乙
ビ
を
希 

ff
l
せ
し
め
.ょ
。
旣
に
海
牙
仲
裁
裁
剑
所
で
は
、
武
力
に 

代
ゆ
る
に
逍
理
の
勝
利
を
確
保
す
可
き
方
法
が
出
來
て 

居
る
。
.若
し
今
後
總
て
の
歐
_
®
國
が
協
和
の
意
志
を 

以
て
征
服
の
意
志y

代
ゆ
る
乙
ヾj

に
同
意
す
る
や
ぅ
に 

進
む
だ
な
ら
ば
、
世
界
主
義
の
業
務
は
年
ば
遂
行
3
れ 

た
の
で
あ
る
.
。
.

何
故
新
歐
羅
巴
は
谷
國
の
利
害
を
協
調
す
る
.，」

と
を 

好
ま
ぬ
で

あ

ら

ぅ

か
。有
ゆ

る

®

*
つ：

/

a

る
思
想
家
は
、
 

現
に
國
民
的
抱
負
の
中
で
も
比
較
阶
健
全
な
る
分
へ
詳 

言
ず
れ
ば
同
一
の
感
情
を
抱
け
る
人
々
の
政
治
的
合
同 

を
獎
勵
す
る
が
如
き

)

は
、
相
當
な
る
滿
足
を
與
へ

&

 

る
可
き
で
あ
る
こ
ヾ
し
を

認
め
て
居
るa

白
耳
翁
は
以
前 

ょ
り
も
一
層
の
^

榮
，を
以

.

て
»
典
せ
ら
る
y
で
あ

ら 

う
。怫

は

K

火
ナ
ス
>:
ロ
ー
レ
ン
を
囘
復
せ
ね
ば
な

ら
ぬ
。
然
し
怫
、
e !

國
民
に
し
て
賢
明
な
ら
ば
、
決
し 

て
染
因
の
國
t

f e
? :
«

求
せ
ぬ

で

あ

ら

うo
.

波

歸

(

一
 

七
.

1

年
の
波
蘭)

：
は
假
令
露
帝
宗
主
權
の
下
に
立
つ
に 

せ
ょ
、.

民
政
上
の
自
由
を
獲
て
復
活
す
可
き
で
あ

'

る
。： 

伊
太
利
亦
ト
レ
ン
チ
ノ

及
び
ト
ゾ
工

ス
ト
に

於
け
る
同 

國
人
の
囘
收
5 :
;

遂
ぐ
可
き
も
、
若
し
伊
國
に
し
て
赞
明 

な
ら
ば
、
進
む
で
東
方
0 '
/ス
ロ
グ
ェ

ン
人
や
ス
ラ

ゲ
人 

の
領
土
を
併
合
し
な
い
で
あ

ら

う

。

塊
地
利
の
闕
題
や 

東
方
の

.

間
題
は
ー
層
雛
題
で
あ
る
が
、
然
し
是
等
の

g

 

題
も
國
民
主
義
や
權
利
の
承
等
を
®
礎
ビ
し
た
る
聯
邦 

制
度
に
依
て
決
定
せ
ら
る
、
で
あ
ら
う
。
マ
セ
ド
ユ
ア 

の
紛
糾
も
關
係
あ
る
諸
國
民
の
喧
嚣
な
る
代
表
者
の
手 

に
於
て
せ
ず
、.

.

列
强
の
任
命

.

し
^
る
委
員
に
依
て
決
定 

せ
ら
れ
ね
ば
な
ら
沿
。
ア
ル
パ 

ー

I

ア
、
勃
牙
刺
、

コ
ン 

ス
タ
ン
チ
ノ

 

I

ブ
ル
に
關
す
る
諸
問

®

に
就
て
は
、
注 

意
深
き
人
は
今
に
於
て
憶
斷
を

T

S

な
い

で
あ
ら
う
。
 

何
と
な
れ
ぼ
、
是
等
の
，1

は
主
ど
し
て
時
局
の
進
涉 

に
隨
で
決
案
せ
ら
轉
ね
ば
な
ら
ぬ
か
ら
で
あ
る

。
§

だ

け

は

極

め

て

確

で

あ

る

。

即

ち

現

に

爭

は

れ

つ

、

あ
 

る

間
®

の

性

質

は

極

め

て

重

大

で

あ

る

か

ら

、

其

解

決
 

を

し

て

徹

底

的

な

ら

し

む

可

く

總

て

の

英

國

人

が

最

大
 

の

势

力

を

せ

ね

ば

な

ら

ぬ

、

決

し

て

生

年

可

の

和

睦

を
 

し

て

は

な

ら

ぬ

事

で

あ

る

。

五

年

戰

爭

し

て

も

未

だ

其
 

r l

ょ

り

も
®

し

で

あ

る

。

余
が
槪
說
し
た
を
新
歐
羅
巴
は
、
米
だ
曾
て
有
ら
ざ 

る
藤
め
て
幸
福
な
る
歐
羅
巴
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
實 

際
上
始
め
て
總
て
の
大
國
拔
が
取
等
の
條
仲
で
聯
盟
す 

る
で
お
ら
ぅ
。
若
し
此
健
全
な
る
聯
ff
i
に
反
對
す
る
五 

朝
が
あ
れ
ば
、
凡
て
滅〕

し
す
可
き
こ
マ」

は
、
椎
察
す
る 

出
來
る
。
興
れ
で
民
政
上
の
自
由
€
國
.民
的
合
同 

が
遂
げ
&
れ
た
5'
後
、
反
對
す
る
と
&
.
に
は
强
い
け
れ 

v

d
、
逾
當
の
滿
足
を
受
け
て
は
弱
く
な
る
國
民
的
本 

，
能
な
る
も
の
は
、
四
海
同
胞VJ

云
ふ
遙
か
に
廣
大
で
併 

か
も

高
何
な
る
感
情
の
中
に
融
和
し
て
了
は
れ
ね
ば
な 

ら
ぬ
。
國
民
的
本
能
な
る
も
の
，は
跟
1£
此
2
2的
を
達
せ 

む
が
爲
の
豫
備
的
階
段
’に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。(

完)

連

續

航

海
_

( :

關
f

る

英
 

米

の

主

張

泉

哲

1

九
一
四
年

.

七
月

1

ー
十
八
问
塊
洪
國
の
對
塞
比
船
宣 

戰
以
來
妓
に
歐
洲
大
亂
の
動
發
を
來
し
一
九
一
五
、

一
 

4

锡
年
を
經
爆
し
本
年
に
入
り
て
尙
其
終
局
を
豫
測
し 

類
き
の
狀
を

M

せ
!)
:

o
 

.此
の
終
靡
^
豫
测
し
能
は
ざ
る 

戰
亂
ホ
に̂

V

最
も
重
大
な
る

®

を
惹
起
せ

.

る

一
は 

實
に

®

食
物
資
の
供
給
問
題
ど
な

b

。
若
し
交
戰
國

0

 

一
方
が
巧
に
敵
國
に
輸
入
使
ら
る
、
.物
資
の
供
給
を
杜 

絕
し
得
ば
其
の
杜
絕
せ
ら
れ
れ
る
一
方
は
頗
る
不
刺
の 

地
位
に
起
ち
早
晚
敗
退
の
連
命
に
到
達
す
ベ
き
は
唯
だ 

難
の
_
舉
と
化
し
終
る
べ
く
戰
哦
終
局
の
*
■
叉
困
雛 

に
か
ら
す
。
さ
れ
ば
交
戰
國
の
雙
方
北
ハ
に
對
手
國
の
沿 

寧
を
對
敏
し

'

外
海
よ

-C
V

の
交
- c

を
姆

_

し
て
物
| "

の
A

黹十

1

猞

(

六鬼芄ソ雜錄述檄航锵

I:
關
す
る
興
來
の
主
張

. 第

m

七

五

^
 

v
i
o

.
-4
.

,

M

、

>!
-

*
,
>
- 

,
1
.
r
I
.
.
1 

I
.
r 

J 

1... 

.

.

. 

:
4
. --
I
*
,
.;
, 

■ 

■ 

.■ 

- 

i
-
-
- 

\
-
-
i 

i
u
.
„ 

*
.
-
! 

-
i
v

r
t
r
^
>
. 

s
i

f
 

n

 y
M
t
-
L
r 

s
i 

° 

■ 

[

L

n

j

i

H
u
f
f
r
r
K

け
1
上

\

レ

l i



r,/
 
Ĵn.-1.

沿

!fi
i r!反.

uâvŝû

i”!

i.i

I ：

>；
.'■ h

1

第

十

ニ

卷

c

六
五
六)

雜

紙

連
緻
航
歡
に
關
す
ふ
英
來
の
扎
m

蜜

號

七

六

給
を
杜
絕
せ
ん
ビ
ガ
'む
る
な
b
。
'然
る
に
物
資
供
給
國

ノ
 

の
最
主
耍
な
る
ば
勿
輪
小
立
國
.に
し
て
今
次
戰
飢
に
在 

6

V
ば
米
國
を
.以
•で
第
.一
に
推
さ 

>る
ベ
か
6
中
。
乃

. 

ち
交
戰
國
の
敵
國
沿
岸
封
潋
は
直
ち
.に
米
國
.の
通
商
妨 

害
を
意
味
ず
る

も

'

の

ビ云
ふ
べ
し
。
、米
國
は
戰
爭
勃
發 

以
來
中
立
國
の
好
地
位
を
刺
用
し
雨
交
戰
者
に
對
し
て
一 

物
資
の
挪
給
に
從
事
し
益
す
る
所
數
十
億
に
達
す
。
か 

，る
莫
大
な
る
利
益
の
全
部
な
ら
ず
と
も
.一

部
を
交
戦 

國

！
方
の
爲
に
減
殺
せ
ら
れ
ん
か
其
不
滿
蓋
し
想
像
の 

外
に
往
る
べ
く
事
情
の
評
す
限
6
か
、
る
妨
窖
を
除
去 

せ
んw

す
る
は
米
國
に
取
ぅ
て
は
當
に
其
所
な
b
と

云

| 

ふ
べ
し
。
之
れ
米
國
が
那
翁
戰
带
當
時
及
今
次
戰
亂
に 

於
て
極
力
巾
立
®
•
の
權
刺
主
張
の
態
度
に
出
で
た
る
所 

以
な
6
と
す
。
雖
然
交
戰
國
侧
ょ
i
之
を
見
る
時
は
戰\ 

矫
は
國
家
死
活
の
岐
る

.ゝ

所
^

0
て
十
立
國
に
交
戰
國 

の
利
益
を
減
殺
し
又
は
權
利
を
侵
害
す
る
：を
.許
さ
れ 

t
米
國
の
受
く
る
刺
益
は
交
戰
狀
態
の
存
鑛
に
起
因 

す
る
も
の
に
し
て
戰
讲
な
か
り
せ
ば
.か
S
る
利
益
を
獲

得
し
得
べ
か
ら
ず
、
換
言
す
れ
ば
米
國
，の
利
益
は
欧
洲 

戰
亂
の
賜
な
り

V」

云
は
ざ
る
ベ
か
ら
食
。
米
國
の
利
益 

は
交
：聊

國

办

(

1

S

W

せ
ざ
る

ff
i

M

內
に
於 

で
收
む
べ
き
も
の
：妃
じ)

て
交
戰
國
の
權
利
傻
害
を
醸
成 

し
で
迄
も
米
國
に
刺
益
を
與

i

る
は
交
戰
國
の
克
く
忍 

ぶ
所
に
あ
ら
ざ
：る
な

6

。
於
此
兩
者

‘

間
利
益
の

f

起 

る
ゃ
必

f

乃
ち
英
國
：の
獨
逸
沿
岸
封
饌
宣
言
に
ょ 

6

米
國
商
船
の
職
檢
拿
播
頻
ぅ
な
る
に
對
し
米
國
は
強 

硕
な
る
抗
議
の
提
出
を
な
し
二
時
は
那
翁
戦
#
當
時
の 

英
米
關
係
現
出
の
形
勢
を

S

す
る
や
を
疑
は
れ
し
が
遂 

に
其
事
な
く
今
日
は
雨
者
の
：關
係
頗
る
緩
和
せ
ら
れ
て 

、米
獨
間
に
交
戰
狀
態
の
成
立
せ
る
今
日
殆
ん
ざ
同

㈣

㈣

 

は
雲
煙
過
眼
視
せ
ら
る
>

に
至
れ
り
。
さ
れ
ざ
同
種
間 

M

は
现
戦

#

中
«

び
發
生
し
來
ら
す
ビ
す
る
も
亦
他

：n

 

1 ;

起
の
惧
な
し
ビ
せ
ず
。
否
戰
邻
の
起
る
#
に
重
大
な 

る
g

M

ど
な
る
や
必
せ

P

。
故
に

4

H

之
を
細
密
に
硏 

究
し
置
く
は
交
戰
國
ホ
立
：國
兩
者
の
權
利
を
擁
護
し
義 

務
を
全

-

フ
す
、
る

翁

に

於

て

耍

用

な

6

.
^
信
じ
て
疑
は
ざ

/

愛 '謂 ^ ^ ^ ^ ^ ^ 薇 ^ ^ ^ 洛 ^ ^ ，碑 产
域 卜 "■.ベ ぐ '-J ’ -… み . ^ ぐ ' •   ‘......   - ’   1

力

、るな

6

0

:

第
.

I

 

•英
國
.の
獨
逸
海
岸
封
潋

英
國
が
»
逸
沿
岸
封
傲
を
宣
言
す
る
に
至
り
し
原
因 

は
獨
逸
が

1

九
一
五
年
笑
1£
自
ギ
三
另
四
日
附
發
布 

の
宣
言

.

#

に
ょ

b

一一
 

月
十
八
日
以
後
英
國
周
海
を
交
戰 

地
帶
と
見
做
し
該
地
帶
內
に
於
て
發
見
す
る
敵
國
商
船 

は
悉
く
之
を
擊
沈
す
ベ
く
其
乘
員
の
生
命
の
如
き
は
必 

し
も
保̂

し
能
は
す
、
中
立
國
旗
は
屢
敵
國
商
船
の
僞 

り
揭
ぐ
る
所

v
j

な
る
.を
以
て
眞
實
巾
立
國
旗
揭
揚
の
中 

立
國
船
舶
と
雛
も

*

地
帶
內
に
出
入
す
る
も

の
は
擊
沈 

の
危
險
を
免
れ
雛
き
を
豫
期
す
る
を
要
す
ビ
聲
明
せ
る

- 

に
起

®

 

す
。

 

此
宣
言
の
不
俺
，理
な
る
は
第一

、

敵
商
船 

たb
v

j

も
悉
く
之
を

*

沈
す
と
云
ふ
點
に
し
て
第
二

、

. 

其
國

M

海
と
稱
す
■る
は
公
海
に
し
て
公
海
封
傲
は
之
又 

大
い
に
疑
間
視
せ
ら
る
、
所
な
り
。
明
に
中
立
國
の
權 

1»
]

を
.肢
視
し
た
る
ぢ
の
と
言
は
ざ
る
ベ
か
£
ず

。
第
一
一
一
、 

封
*
は
有
效
な
ら
ざ
る
ベ
か
ち
す
。
即
®
f'
w
域
に
接 

近
す
る
船
舶
は
椾
漉
跪
檢
の
危
險

0

腿
の
間
に
莊
り
ミ

見
る
ベ
き
狀
權
に

#

か
れ
ざ
；
べ
か
ら
ざ
る
に
自
國
の 

艦
隊
殆
ん
ど
全
部
キ
ー
ル
運
河
に
封
傲
せ
ら
れ
居
る
狀 

態
に
在
り
な
が
ら
-如
何
に
し
て
英
國
の
周
圆
を
圃
繞
し 

居
る
公
海

.

を
封
雜
し
得
る
や
は

.

最
も
疑
間
に
し
て
何
れ

‘ 

も
國
際
法
の
條
規
を
逸
せ
る

も

の

と

見
ざ
る
能
は
ざ
る

f

o於
此
か
英
佛
ニ
國
は
典
報
復
^
し
て
同
年
三
M

一
 

日 

織
逸
沿
岸
封
潋
の
宣
言
を
な
せ
b
。
乃
ち
直
接
間
接
海 

洋
を
經
_
し
て
獅
逸
に
入
b
若
く
は
獅
逸
ょ
り
出
づ
る 

|
切
の
貨
物
を
臨
檢
押
收
す
べ
|〕

日

を

發

表

し

同

三

_月 

十
六
日
封
鎖
施
行
手
續
を
發
布
し
て
獨
逸
に
對
す
る
货 

物
.の
輸
出
入
を
絕
對
に
禁
應
遮
斷
す
る
事
ミ
せ
b
。
其 

項
目
犬
粟
次
.の
如
し
。

.

_ 

, 

一
、
'三
月
1

0
以
後
其
出
發
潘
を
出
で
た
る
凡
て
の 

’■

商
船
ば
特
別
に
英
怫
餹
卿
へ
進
航
す
る
許
可
を 

受
く
る
を
耍
す
？
事
被
に
出
で
：す
し
て
S

K
獅 

,
逸
港
隱
に
向
け
航
行
を
持
續
す
べ
か
ら
す
。
：..，
 

ニ
、
三
月j

0
以
後
獨
逸
港
«
解
鎞
の
凡
て
の
商
船
.

第
十
5
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總
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狹
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1

I

1

1

a |

I

1
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十T
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.

(

六
五
八)

.
雜…

錄

速

紱

航

海!;
蘭

す

る

装

来

の

主

艰

第
I

*^r*

は
其
搭
載
し
た
る
«

物
の
1#
.目
的
锥
に
迤
航
家 

る
を
得
ず
。
.右
货
物
は
必
ず
之
を
英
國
芡
は
聯 

会
國
の
港
_

に
睦
揚
す
る
を
-|
?

す
。

三
：月

〖
H I

以
狻
敵
國
に：

向
け
出
發
港
を
解
纖
す 

る
凡
て
の
商
船
に
し
て
其

«

艙
中
に

«

18
ょ
- !
>

;

:
 

'

出
で

.

若
く
は
敵
國
の
所

.

省

に

，
か
.：
、

る

貨

物

を

藏
 

す
る
場
合
は
之
を
英
國
又
は
聯
合
：國
港
»
に
荷 

揚
す
る
を
要
す
。

.(

國
膝
法
外
交
雜
認
第
十

m

卷
第
八
號

/

 

.

六
百
六
十
頁
參
照)

 

右
值
言
に
基
き
直
接
間
楼
に
細
逸
に
向
け
輸
出
茬
く 

は
：全
國
- 1

り
輸
入
の
貨
物
を
發
見
の
場
合
に
は
悉
く
該 

货
物
搭
纖
船
舶
を
英
«
錄
.泄
»
に
1̂
敷
し
食
物
の
陸
揚 

を
衣
し
捕
继
審
檢
所
代
て

.

審
1 1
. 0

結
果
撤
國
人
所
潜
の 

非
禁
制
品
は
之
を
抑
留
し

V

寶
却
し
其
代
金
は
貯
金
局 

に
寄
托
す
ベ
く̂

立
國
民
の
所
有
に
か
>

る
も
め
^
之 

を
出
發
港
に
送
還
す
る
か
叉
は
差
支
へ
な
き
中
立
潘
に 

輸
送
す
る
を
許
し
獨
逸
よ
り
輸
出
せ
ら
れ
た
る
貨
物
は

或

一

定
期

l!
]

J

に
出
發
權
に
送
還
す
る
か

«

ぐ
は
所
^
潘 

を
し
て
責
却
す
る
を
許
す
、
何
れ
の
場
合
に
も
船
舶
人 

命
に
何
等
の
^
寄
を
加
ふ
る
も
の
に
あ
ら
ず
し
て
出
來 

,得
る
限
ち
中
立
國
の
不
縣
を
最
少
限
度
に
止
め
以
て
唯 

だ
獨
逸
の

«

商
を
奶
.遯
ず
る
を
目
的
ぐ
し
し«

»

宣
言
に 

此
し
緩
急
實
忙
雲
泥
の
差
あ
る
を
見
る
な

6

。

第

M

米
國
と
抗

_

右
英
顧
の
宣
言
に
對
し

r

九

1

五
年
十

.

ニ
月

1

一
十
四 

日
に
米

.

國
は
極
め
て
强

*

な
る
抗
議
を
提
出
せ

6

。
其 

抗
議
の
要
點
は

.

.

1、

英
國
.の
宣
言
は
國
際
公
法
に
ょ
り
て
中
立
國
の

承
認

#

ら
れ
：居
る
中
立
通
商
權
を
否
認
せ
る
も 

の
な

b

o

嫌

威

、

瑞

典

、
..丁

抹

國

內

居

住

者

に

仕

向

ら

る
 

> .

戰

時

禁

制

品

：は

一

徘

び

輸

出

せ

ら

れ

ざ

る

事

を
. 

同

國

政

府

保

障

せ

る

を

以

て

中

立

國

間
?1

商

の
‘ 

中

立

船

朽

對

す

る

于

涉

を

制

限

す

ベ

&

肆

英

國
 

艦

隊

並

.1
;

朦

務

官

^

訓

令

し

た

る

に

不

枸

英

國

I

Q

i

u

N

M

y

M

i

I.

I

|
i

I

p

I：：
II
幻I1j§議'
II

,

政
府
は
毫
も
之
，を
實
行
し
居
ら
ず
。
.合
法
的
中 

立
港
間
の
通
商
に
從
事
す

5:
船
舶
及
貨
物
に
對 

す
る
損
害
の
.程
度
は
何
等
輕
減
し
居
ら
ざ
る
な 

り
？
か 

>

 

る
通
商
に
對
し
て
は
：交
戰
國
は
妨
害
：

,

す
べ
か
ら
が
る
の
み
な
、ら
ず
寧
ろ
之
を
保
饑
す 

べ
き
を
當
然
と
す
。

ノ

II

一、
取
和
は
常
態
に
レV

戰
®

は
非
常
態
な
ぅ
。
故 

に
#

交
戰
國
間
W
國
交
及
通
商
は
交
戰
國
に
危 

害
を
及
ぼ
さ
く

る
限
り
妨
害
せ
ら
る
べ
き
に
ふ 

ら
ず
。

四
、
英
國
政
府
の
中
立
船
及
冲
立
貨
物
に
對
す
る
現 

.
政
策
は
交
戰
國
.の
採
る
ベ
き
泌
喪
手
段
を
超
越

1 

'し
米
國
市
民
0

權
利
を
^
海
に
於
て
侵
害
す
る 

も
の
に
し
て
國
隙
法
の
條
規
に
反
し
自
己
防
衛 

の
主
義
が
要
求
す
る
範
f
f
lを
脫
却
せ
る
も
の
ビ 

云
は
ざ
る
を
得
す
。

五
、
中
立
'®
に
仕
向
ら
る
■>

戰
時
.禁
制
品
.及
非
禁
制 

n
ln
は
正
常
な
る
商
品
な
b

、
瑞
典
は
銅
め
輸
出

し、
、

入
を
禁
此
せ
ず
ノ
伊
太
利
は
同
國
內
に
輸
入
せ
. 

ら
る 

>銅
の
再
び
他
圖
に
輸
出
せ
ら
る
、
を
禁 

f
o
然
る
に
同
國
に
，進
航
す
る
船
舶
は
抑
留 

若
く
は
拿
捕
せ
ら
る
，。
换
言
す
れ
攸
疋
當
な
る 

通
商
は
，取
扱
法
の
不
確
實
な
る
が
爲
に
大
損
窖 

を
蒙
-
つ̂

、

あ

る

な6
。

:

條
件
附
戰
時
禁
制

'

品
/ 2

る
食
糧
品
其
他
の
物
資

. 

は
到
着
地
の

敵
a

た
る

ベ

し
マ」

の
疑
の
^
に
之 

を
押
收
さ
る
べ
き
も
の
に
ぁ
ら
す
。

m

ll
i

^

r

 

憑
に
ぁ
ら
ず
。疑
は
證
撳
を

«

成
せ
ざ
る
な
り
。
 

疑
問
の

.

場
合
は
寧
ろ
中
立
國
商
業
，の
便
宜
を
則 

る
解
释
记
出
づ
る
を
钜
當
と
す
。

七
、
臨
檢
搜

.

索
は
固
ょ

b

交
戰
國
の
權
利
た
る
事
は 

之
.

を
認
む
と
*
も
禁
制
品
搜
索
の
目
的
を
以
て 

中
立
船
^
英
國
潘
灣
に
引
致
し
特
種
の
國
內
法 

»

に
遒
ひ
て
處
理
す
る
事
は
國
際
法
及
國
勝
惯
例 

こ

違
^
?
す
o 

:

V
J

の
諸
點
を
擧
げ
て
極
カ
英
國
の
非
を
鳴
ら
し
之
が
爲

第

十一

港

c

s

s

雜
錄
述
縱
航
普
關
す
羞
来
の
盡

蜜
雛

%
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沿
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I
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1
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嬸
十i

卷

(

六
六
〇)

雜

錄

.

速
撖
§

に
_
す
る
英
米
の
主
趿

i

m

.

八
〇

め
米
國
產
梁
の
&
る
大
損
«
5:
»
說
し
以
上
諸
點
5:
除 

去
し
て
國
交
の
圆
滿
を
永
續
せ
ん
事
を
訴
へ
，た
"
。

ン

1"

ン

ク

v

1

タ

ス

,

1

九

一

六
年

I
.

月
.

1

H

參
照

)

.

右
抗
議
の
提
出
に
先
ち
英
國
海
軍
、の
米
國
對
歐
貿
易 

阻

害

に

.關

し

米

國

政

府

は

一

九

一

四

年

十

二

月

一

一

十

八
 

日
附
を
以
て
抗
議
を
試
み
た
名
が
英
國
は
之
に
對
し一. 

九

一

五
年
一
月
七
日
附
第
一
j
g
w答

;？
:
典
へ
、
米
®
同 

月
十
四
日
之
に
反
駁
を
加
へ
ー
一
月
十
日
英
國
第
一
ー
囘
囘 

答
を
致
し
た
5
。
斯
の
机
く
兩
國
間
交
涉
中
前
述
の
獨 

逸
政
府
が
英
國
«
海
を
交
戰
1;
域
と
な
す
の
宣
言VJ

な 

6
.報
復
の
意
味
に
於
て
英
佛
の
對
獨
封
«
宣
言
.̂

見
4 

に
至
れ
b
。

而

じ

て

米

國

政

府

，は

此

英

怫

宣

言

に

對

し 

三

月

八

ロ

、
.
同

三

十

日

、
七

月

十

六

、

十

七

日

：、
同

ニ

十 

1
1
m
、

十

月
1
1十

一

日

®

®

或

は

抗

議

を

提

出

し

英

國 

典
都
度
適
宜
の
囘
答
を
與
へ
た
々
。(

國
際
法
外
交
雜
誌 

第
十
四
卷
第
十
號
八
九
七
、
A

M
參
照)

3
れ
f
旣
述 

の
抗
議
は
最
省
綜
括
的
に
し
て
米
國
の
英
國
R
對
す
る

不
滿
の
全
部
を
叙
說
し
居
る
も
の

V
J

I
K

a

て
不
可
な
く 

從
て
英
怫
雨
國
政
府
は
之
に
對
す
る
囘
答
を
與
ふ
る
に 

數
夕
月
の
時
日
を
研
究
：の
爲
に
费
消
し
た
ク

。

.

第111:

英
國
ビ
囘
答: 

,

1

九
一
ふ
ハ
^
四
月
一
一
十
四
日
英
#

兩

國

政

府

が

正

式 

の
囘
答
を
な
す
に
先
ち
一
月--
*1

十

六
H
時
の
英
國
外
相 

ナ

ー

、
エ.ド
フ

ー

ド

.、
グ

レ

ー

氏

は

英

國

下

院

に

於

て

封 

徽

問

題

に.關
す
る
討
論
に
際
し
米
國
並
に.其
他
の
.中
立 

'國
に
對
し|

の
辯
解
を
與
へ
居
れ
；彡
。
乃
ち
英
國
は
十 

立
國
を
苦
痛
に
陷
ら
し
む
る
の
權
利
な&
を
，認
む
る
に 

躊
躇
せ
ず
。
中
立
國
人
の
純
然
た
る
中
立
貨
物
述
搬
を 

妨
害
す
る
權
利
な
き
は
之
を
知
る
も
通
商
に
當b
多
少 

の
不
便
を
與
ふ
る
は
避
く
ベ
，か
ら
ざ
る
事
實
に
®
し
吾 

人
の
如
何
と
も
な
す
能
は
ざ
る
所
な
り
。
吾
人
はK
li
l 

通
商
妨
害
權
を
拋
棄
し
得
ず*0
反
て
之
を
支
持
し
飽
迄 

行
.使
せ
ざ
る
べ
か
ら
ず
。
此
權
别
行
使
に
當
り
中
立
國 

rc
多
大
の
不
便
：を
與
へ
或
は
.通
商
を
遲
滯
せ
し
め
或
場 

合

に

全

然

誤
！！

を

生

す

る

事

*

る

は

蓋

し

止

む

を

得

ず

I f ；

る̂

項
に
屬
す
。
吾
人
が
十
立
國
に
間
は
ん
ビ
欲
す
る 

の
言
は
来
國
政
府
が
南
北
戰̂

t

li
$

a

; n

し
^
る
主
義 

を
现
狀
態
に
適
用
し
中
立
國
通
過
の
敵
國
通
商
を
妨
.害 

す
る
事
を
許
す
や
帝
や
に
在
り
、
米
國
に
し
て
恭
し
公 

正
な
る
爐
度
を
保
た
ん
と
欲
せ
ば
此
®
疑
に
對
し
承
諾 

の
富
を
與

'

へ
ざ
；る

.

を
得
ざ

.

る
ベ
し
と
。
蓋
し
外
相
の
言

. 

に
南
北
戰
缈
當
時
米
國
の
採
用
し
た
る
所
を
今
日
英
國 

の
做
ひ
し
に
外

«

ら
ず
と
の
意

.

^

り
.

、.

、
爾

進

み
.
\

し
米
國

' 

通
)i t

を
批
麵
し
翁
し
該
抗
議
を
容
る 

>

場

合

^

は

戰

睥 

禁
制
品
と
雖
中
立
圃
を
通
じ
て
敵
國
に
自
_
に
輸
入
せ 

6

る
、

_

を
防
ぐ
は
絕
對
に
木
可
能
に
歸
す
べ
し
。
全 

然
米
國
の
抗
議
を
容
る
、
時
は
ホ
立
國
を
經
由
し
，て
敵 

國
に
入
ろ
。戰
時
粼
制
品
を
防
®
す
る
の
權
を
抛
棄
す
る 

の
上
策

*

る
に
如
か
ず
。
さ
れ
ど
か

A

る
事
は
果
し
て 

米
國
政
府
の
與
意
な
る
や
赉
や
を

®

ふ
。
逬
し
交
戰
國 

相
戰
ふ

R

常
ぅ
て
は
各
自
の
最
上
武
力
を
川
ゆ
る
の
權 

f

o

今
0

迄
の
戰
に
於
て
は
何
れ
も
交
戰
國
の
交
戰 

©

出
使
州
の
權
利
は
國
際
法
上
認
め
ら
れ

•

た
b

。
今

權

囘
も
又
此
權
刺
を
芷
當
に
行
使
し
居
る
に
過
ぎ
す
。
米 

國
は
吾
人
の
中
立
資
易
に
千
渉
す
.る
を
责
む
れ
双
»
逸 

の
行
爲
は
如
何
ぞ
や
、
»

逸
ば
&

海
の1

部
を
以
て
»
 

斷
的
に
交
戦
區
減
ミ
宣
言
し
該
區
域
通
過
の
0

f

0
 

警
吿
に
1:
«

沈
：す
べ
し
と
*

明
せ
る
に
あ
ら
ず
や
。
加 

之
公
海
に
水
雷
を
敷
設
七
交
戰
國
並
に
中
立
國
商
船
す 

ら
擊
沈
せ
ト
、
中
立
國
商
船
は
：

|

言
の
書
吿
も
な
く
载 

貨
の
如
何
を
も
調
鸯
せ
す
仕
向
地
の
何
地
た
る
を
も
間 

は
ず
中
立
港
ょ
り
他
の
中
立
«

に

航

行

中

擊

沈

の

/£
に 

曾
し
居
：れ
r'
。
英
國
1

國
，の
同
盟
諸
國
が
澉
商
を
妨 

窖
し
れ
ぅ
ビ
獬
せ
ら
る
S

が
若
し
®
逸
の
行
動
に
出
で 

し
な
ら
ば
中
立
國
は
何
0

言
を
以
て
之
に
對
す
ベ
き 

か
。
載
貨
及
船
舶
を
捕
漉
密
檢
fc
附
し
乘
組
員
の
生
命 

を
安
全
な
ら
し
め
船
舶
に
何
等
の
損
傷
を
與
へ
ず
*
貨 

又
適
法
.に
*

閱
の
狻
敵
|1
1

に
化
向
ら
れ
ざ
る
を
0

す
る 

に
於
て
は
船
舶
#
:に
栽
货
の
進
航
を
許
綷
し
最
も
を
®
 

な
る
一
例
と
し
て
或
誤
|
|
を
な
し
た
る
盹
は
栩
當
の
賠 

似
を
交
附
す
。
か
、
る
行
動
に
出
で
ず
し
て
载
貨
の
性

錄
述
威
航
海
||
:
關
す
る
英
米
の
虫
艰

八

•■■
Mwfft, 

く之！
K
^
v
t
y

;,
.-
»
,ri
v
*
*
>
-

丨
t

>
T 

1 

<
>
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•*
M
>

トイ



h i  I

韻

1I

邋
娥
航
海
に
關
す
る
英
来
の
主
張

第
五
號

質
を
檢
せ
ず
生
命
の
安
全
を
計
ら
す
中
立
船
を
擊
沈
す 

る
場
合
に
は
^
立
國
は
果
し
.て
何W

云
ふ
べ
§
か
と
。 

外
相
の
意
は
米
國
は
英
國
並
に
英
聯
盟
國
の
中
立
商
業 

阻
止
に
對
し
抗
議
す
る
の
理
由
極
め
て
*
弱
な
る
を
述 

ベ
た
る
な
^N 。 

(

口
ン
ド
ン
、ク
イ

1
ク
タ

I
、タ
イ
ム

ス
、

一

九
1

六
年
ニ
月
四
日
參
照)

：

，
米

國

の

抗
_

提
出
後
約
六
ヶ
月
を
經
て
英
#
胄
國
政 

府
は
正
武
に
共
同
囘
答
を
米
國
に
發
し
た
ぅ
。
囘
答
の 

主
旨
は

一
ヽ
今
日
維
持
せ
ら
れ
居
る
封
鎖
.は
交
戰
權
の
行
使 

に
し
て
合
法
的
な
ぅ
。
全
く
國
際
法
の
精
紳
に

基
く
。

ニ
、
封

®

の
目
的
は
封
鑛
を
有
效
な
ら
し
む
る
の
範 

圍
に
於
て
出
來
得
る
限
&
中
立
國
通
商
の
不
便 

妨
害
を
勘
か
ら
し
む
べ
し
。

三
、
往
時
の
海
上

®

檢
の
方
法
は
現
代
の
戰
爭
に
適 

用
不
可
能
な
る
を
以
て
勢

a

船
舶
は
搜
索
せ
ず 

し
て

1

を
許
す
か
然
ら
ざ
れ
ば
港
灣
に
引
致

の
止
む
な
き
狀
態
に
在
る
を
.以
て
或
程
度
の
不 

便
妨
害
を
^

立
商
業
，に
來
す
は
避
く
ベ
か
ら
ざ 

る

所

因
、
統
計
の
•示
す
所
に
.ょ
れ
ば
中
立
商
業
は
著
し
く 

增
大
し
来
國
の
和
蘭
及
三
個
の
ス
ヵ
ン
デ
ナ
ビ 

ヤ
植
民
地
に
對
す
る
轍
出
額
は
ー
九j

三
年

.

に
九
千
七
百
莴
典
な
り
し
も
の一

九

I

五
年
に 

は
ニ
億
三
千
五
百
萬
*

に
達
せ
6

。
か
、
る
激 

增
は
眞
實
中
立
諸
國
內
に：

て
消
費
せ
ら
る
、
も 

の
R
あ
ら
ざ
る

は
明
白
に
事
實
の
證
す
る
所
な 

卜
、
乃
ぢ
肉
類
を
船
渠
勞
働
漭
に
委
托
販
賣
せ 

し
め
或
は
數
千
噸
の
貨
物
を
其
仕
向
地
记
存
在 

甘
ざ
る
會
社
に
委
托
し
其
他
樂
器
製
造
潘
、

0
 

子
製
造
者
、
}
小
旅
0

等
を
以
て
荷
受
人
ビ
せ 

る
が
如
き
、
又
織
典
の
港
灣
に
は
米
國
棉
山
穑 

し
居
れ
ど
端
典
紡
績
家
は
其
材
料
な
き
に
罟
め 

る
は
疑
も
な
く
同
,«
の
.瑞
*

を
經
由
し
て
»
逸 

に
輸
1

せ
ら
る

、
も
®

な
り
。

以
上
に
加
へ
て
グ
レ
ィ
卿
の
議
皙
化
於
け
る
演
說
中 

に
現
は
れ
*
る
南
北
戰
續
當
時
米
國
の
採
ぅ
*
る
先

 ̂

を
引
用
し
て
結
諭
ど
な
し
衣
り
。

第
四
英
米
主

»

の
要
旨 

米
國
主
張
の
要
點
は
、
第
一
、巾
立
商
業
の
自
t o

、第 

.

ニ
、
戰
時
禁
«
品
た
る
と
否
と
を
問
は
ず
中
立
港
仕
向 

の
貨
物
ば
合
法
的
商
品
に
し
て
交
戰
國
は
其
運
搬
に
干 

渉
す
る
の
權
利
な
し
。
第
三
、

一
般
的
使
用
品
だ
る
食 

物
其
他
の
貨
物
が
敵
地
に
仕
向
ら
る
、
も
の
と

E
i

做
し 

て
之
を
傘
捕
す
る
は
疑
を
基
礎
と
せ
る
も
の
に
し
て
識 

據
に
ょ

b

て
傚
さ
れ
た
る
も
の
に
あ
ら
す
。
疑
は
證
據 

に
あ
ら
ざ
る
な
ぅ
。
か
、
る
場
合
に
は
、中
立
國
の
利
益 

に
之
を
解
濟
す
る
を
至
當
と
す
。
第
四
、
交
a .

®

の
K

 

檢
搜
索
權
は
之
を
認
む
ビ
_
も
船
舶
を
本
國
の
漭
赚
に 

引
致
す
る
は
不
合
理
な
り
と
云
ふ
I f

點
に
歸
す
る
か
.得 

べ
し

、

- 

.

.

右
諸
點
の

主
張
が
菜
し
て
合
理
的
な
る

や
免
や
ば
國 

際
法
上
の
^
立
權
に
照
し
て
之
を
論
せ
ざ

る
ベ
か
ら

ず
。
抑
中
立
國
ミ
交
戰
國
ビ
の
區
別
は
世
界
の
或
方
面

. 

に
淤
て
戰
银
の
惹
起
す
る
と
同
時
に
發
生
す
る
も
の
に 

し
て
交
戦
國
間
の
交
通
は
勿
諭
变
戰
趴
態
の
構
成

.

ヾ
」

共 

に
或
は
典
以
前
に

於

T

i f
M

せ

ら

る

れ
ヾ」

中
立
國
と
交 

戰
國
並
に
中
立
國
相
亙
の
交
通
通
商
は
何
等
の
變
磡
な 

'く
永
績
す

る

を

得

る

な

り

。

此
通
商
權
は
即
中
立
國
の 

權
利
に
し
て
交
戰
國
は
规
定
の
慣
奢
以
上
^
之
を
妨
省 

す

る
を

許
さ
れ
ず
。
さ

れ

ど
交
戰
國
が
互
ひ
に
相
手
國 

の
.

交
ff
i

を
遮

if
f

し
®
*
品
食
料
其
他
の
物
資
の
供
給
を 

社
絕
す
る
は
交
戰
國
の
權
利

k

し
て
兹

に

巾

立
交
戰
兩 

國

間

.の

權

利

衝

突

發

生

す

。

此
銜
突
を

避
く
る

が

爲
に 

交
戰
國
は
戰
時
禁
制
品
、
封
激
及
述
續
航
路
の
规
則
適 

用
範
圆
を
脫
し
て
^
立
商
業
を
妨
害
せ
ざ
る
の
義
務
を 

有
し
中
立
國
も
亦
國
家
ミ
し
て
交
戰
國
の
一
方
に
對
し 

典
器
彈
藥
艦
船
等
を
供
給
し
又
は
自
國
の
領
土
を
作
戰 

計
畫
地
に
使
用
せ
し
め
其
他
直
接
交
戰
國
の
利
益
を
計 

_る
を
得
ざ
る
義
務
を
有
す
る
を
以
て
政
府
が
直
接
戰
時 

禁
制
品
を
交
戰
國
の
一
方
に
供
給
す
る
が
如
き
行
爲
は



第
十一

卷

(

六
六
四)

雜

錄

速

一

i

海

に

，
關

す

る

，英

米

の

主

张

 

I

m

 

八

四

絕
對
机
許
容
せ
ら
る
ベ
き

に

ぁ

ら

ざ

れ

^
中
立
國
民
が 

«
人
的
に
武
器
师
藥
等
の
戰
時
禁
制
品
を
交
戰
國
に
供 

給
す
る
の
自
l i
l

に
對
し
て
は
咿
立
國
政
府
は
之
を
禁
i h 

す
る
：の
貴
任
を
有
し
据
ら
ず
。
戰
時
禁
制
品
及
封
®
等 

.

の
規
則

■

用
は
交
戰
國
の
權
利
ず
に
數
へ

.

ら
れ
居
.る
を 

以
て
中
立
國
は
自
ら
交
戦
權
擁
譴

0

狩
爲
に
出

4

る
の 

必
喪
な
く
唯

’

た
中
立
國
人
に
し
て

.

交
*
國
ビ
の
通
商
に 

從
事
す
る
も
の
ば
停
船
、
臨
檢
、
搜
索
、
若
く
は
沒
收 

の
危
險
を
有
す
る
に
止

b

交
戦
國

.

一
方
の
，艦

船

の

監

視 

を
逃
る
、
時
は
*
通
商
の
目
御
を
完
全
に
果
す
を
得
莴 

1

監

雞

に

觸

る

、
場

合

；に

始

め

て

貨

物

船

*

の

沒

收

甘 

ら

る

、

惧

を

生

す

'

る
な

6

。
祖
し
戰
時
禁
刺
品
、
i !
傲 

及
述
纖
航
路
等
の
諸
规
則
に
觸
れ
ざ
る
通
商
は
交
戦
國\ 

の
干
涉
す
る
限
り
に
あ
ら
ざ
る̂

原
則

.

と
す
。

 

, 

米

國

：の

杭

饑
f c

對
す
る
英
國
の
辯
解
は
交
戦
權
の
範 

圓
R .
出
で
ざ
る
を
主
張
し
傾
際
法
の
糈
舯
に
準
據
し
出 

來
得
る
限
り
ホ
立
國
®
業
に
不
便
を
與
へ

ざ
る
を
以
て 

念
と

.

す
。
现
今
に
於
衫
，る
滴
船
の
構
造
土
短
時
間
に
海

洋
ー
れ
淤
て
搜
索
の
不
可
能
な
る
を
以
て
之
を
猎
_
に
引 

致
せ
ざ
，_

る

ベ

..か

ら

ざ
る

を

遺«

マ

J
.

す

.
y

j

»}
し

て

米

國

の
 

主

張

する

中

立

權

侵

害

を

，̂/?
否

定

す

る

の

意

思

を

發 

表
せ
ぅ
。
即
米
國
商
®
が
戰
時
禁
制
品
を
交
戰
國
に
輸 

入
し
若
し
く
は
封
鎖
を
侵
破
せ
ん
マj

し
た
る
場
合
に
於 

て
英
國
は
交
戰
國
ミ
し
て
之
等
を
防
：止
す
る
必
要
.手
段 

に
出
づ
る
の
權
利
を
有
す
る
事
を
主
張
せ

6

。
但
し
和 

1

、
瑞
典

«ヽ

M

、

丁
抹
等
の
如
き
圃
を
以
て
米
國
商 

人
が
之
，を
貨
物
の
仕
向
地
ヾ
し
見
做
し
介
る
時
は
英
國
は

，
 

述
遞
航
路
主
義
を
適
用
し
て
問
接
敵
國
と
の
®
商
を
防 

止
せ
し
に
過
ぎ
ず

V」

云
へ
り
。
 

.

.

:

以
上
觀
る
代
兩
國
の
爭
點
ば
鞀
局

«

時
禁
制
品
、
封 

鈹
及
述

.

鑛
航
路
問
題

.

の
コ
一
點.

に
歸
着
せ
し
む
る
辦
を

#

 

x

l

i

 

3

れ
ば
兩
主
張
の
適
番
を
稽
ふ
る
に
先
ち 

之
等
諸
關
題
に
關
す
る
兩
國
主
張
の
沿
苹
を
究
む
る
必 

•耍
ぁ
る
を
信
じ
て
息
ま
ず
。

.
第

五

灘

薇

航

路

主

_

の
沿
革 

十
八
世
紀
を
通
じ
植
民
國
は
何
れ
ネ
橄
段
地
と
の
質

if . 、• .

為
を
以
で

_

各
自
| 1

の'

獨
占
r

c>
.な
し

{t
l

i t

fH
を
今
！然

.

想̂
 

し
た
り
。
丽
し
て
常

.

時
'

之

を

以

：て

ニ

の

公

法

ど

見

做

し 

た
り
さ
。

一

•
.

七
五

.

六
部
英
國
海
上
權
饞
勢
な

b

し
結
架 

佛
國
は
向
國
船
を
以V

し
て
は
植
民
地
ミ
の
通
商
R .

從
- 

事
し
得
ざ
る
を
覺
り
和
蘭
船
に
特
許
を
典
へ
て
其
任
に 

當
ら
し
め̂

り
。：
於
此
海
牙
駐
剳
英
國
公
使
は
和
繭
政 

府

に

衡

し

て

平

時
- k

:

ff
i

り
'

て
通
商
の
權
な
き

.

中
立
_
が 

戰
時
に
於
て

»

通
商
%
次
す
の
權
利
は
之
を
0

む
る
龄 

は
ず
と
通
，牒
し
英
國
柿
獲
審
檢
所
は
此
通
牒
を
励
行
せ 

6

.

0

之
即
ー
七

$

ハ#

の
«

0

法
规
と
し

.

て
知
ら
る
-、 

所

：の

も

の

な
b

。
此
法
规
に
反
抗
し
か
る
.一
の
宣
言
は 

一
七
八

0

年
の

S

1
窗
市

R

よ
り
て
爲
さ
れ
た

>

9

0

之 

即

武

裝

中

立
0 '

基
磷
を
造

6

し
も
の
に
し
て
中
立
國
は 

变
戦
國
の
沿
岸
賀
易
を
な
す

0;

權
を
確

|

8

せ
し
も
の
％ 

ぅ

。
娜
蘭
锕
革
命
の
勃
發
に
次

で

起

れ

る
i t

洲

戰

黏

は 

米
國
船：

舶
を
し
て

®

ん
：に

.

巾
立
商
業
に
從
事
せ
し
.め
だ 

る

V
J

同
略
に

V

4 !

五
六
布
の
法
規
を
復
活
せ
り
。
以
之 

米
國
船
舶
は
5 (
;

適
川
を
间
避
せ
ん
が
爲
办
に
怫
國
植

K

地
の
.產
物
を
米
國
+本
土
费
ぐ
は
其
.他
に
輸
入
し
後
纸
 ̂

歐
洲
又
は
其
他
の
植
K

w
i'
c
.il
t
'
®の
.形
式
を
採
れ
り
。
 

於
是
秫
通
商
防
止
の2

1

的
を
以
て
f
i
r

ウ
ィ
リ
ア
ム
、
 

ス
コ
ツ
ト
は
今
日
所

_
|
|述
«|
航
»
注
義
ビ
し
て
知
ら
る 

>規
則
の
適
用
を
實
行
せ
り
。
當
時
米
國
荷
主
及
米
國 

船
主
は
平
時
に
在
り
て
佛

國

と

其
：植
民
地
と
の
間
の
通
. 

商
:̂

從
#

す
る
權
を
有
せ
す
、
故
に
戰
奶
に
&
り
て
も 

亦
之
を
有
せ
ざ
0

き
。
然
る
に
佛
領
西
印
度
諸
島
の
產 

物
をI.

度
米
國
に
輸
入
し
陸
勘
し
®
く
ば
必
要
の
輸
入 

桃
を
鈉
付
し
而
し
て
後
iil
l

R
他
の
船
舶
に
ょ
b

之
を
佛 

國
に
：輸
11
1

す
る
時
故
是
れ
巾
: d
:

li
i

fs
る
米
_
 

5«
戦
國
 

た

る
«

國

ビ
0

通

商
^

し

て
.
全

く

，中

立

國

玫

の

，權

利

に
 

M

す

べ

し

。
.r

o

れ

ど

事

實

は

全

然

佛

領

西

印

度

ミ

怫

本
 

國

ビ

の

通

商

に

外

な

ら

ず

。

ナ

ー

、
ク

ィ

y
ア
ム
、
ス
コ 

ッ
ト
の
連
續
航
海
主
義
は
寧
に
.形
式
的
0
_

入

を

以

て
 

一
七
五
六
年
の
法
規
«
用
を
：.免
る
、
も
の
に
あ
ら
ず
、
 

か

yる
事
實
は
明
か
に
佛

國

s
ac
他
民
地
|1
1
1に
於
け
る 

庶
接
通
掏
に
外
な
ら
ず
と
見
做
せ
.’る
な
り
。(

モ
I
f
r

M

f

s
 

C
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速
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す
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第

十

一

卷§

ハ
5

雑

錄

-

述

滅

航

沲|1
關

す

る

英

来

|

艰

望
i t

八

タ
ィ
ゼ
•ス
ト
第
七
卷
三
八
三
、
四
貢
參
照)

述
續
航
海
主
義
の
設
定
を
見
る
に
至
り
し
抑
の
原
闲 

は
ナ
ポ
レ
オ
ン
の
伯

#

勅

令1 :

し

て
J

A

Q

六

年

十--
*
一 

月

ニ

十.1

日
の•

發

布

に

か

、
れ

6

。
此
勅
令
は
英

P

の 

諸
高
封
鑛
の
狀
態
に
莊
る

を
宣
言
し
英
國
諸
藤
と
の

.

®

 

商
交
通
を
禁
止
し
英
國
及
其
植
民
地
の
商
品
並
^
製
造 

品
の

M

寶
を
禁
じ
/ 2

る
も
の
に
し
て
今
に
英
國
の

%

 

M

 

海
岸
剑
欽
と
敵
國
孤
商
禁
此
を
合
同
せ
る
も
の'

S '
り 

(

箕
作
！

K

八
氏

.

大

陸
封
鑛

今

昔

輝

ヽ

大

正

：

五

年I

 

一
 |

年
十
五 

H

外
交
時
報
參
照

)

英
國

.

は
之
に
對
杭
し
て「

八
〇
七
年

j

 

：
n

r七
：：：

樞

密
 

院
令
を
發
し
英
國
の
入
港
を
禁
せ
る
諸
潘
に
は
如
何
な 

る
船
舶
も
入
港
す
る
を
許
さ
ず
、
若
し
停
船
に
應
せ
中 

し
て
航
行
を
繼
續
せ
ん

S

欲
す
る
も
の
は
之
を
法
定
捕 

獷
物
と
見
做
す
ベ
し
と
宣
言
せ
り
、
其
後
洱
び
樞
密
院 

令
を
以
て
英
國
船
の
入
滩
禁
止
滩
を
封
颔
し
敵
國
及
其 

r

民

地

の

通

商?:
禁

じ

此

禁

を

犯

す

船

舶

を

拿

補

す

ベ 

く
但

し^ -

國

に

輸

入

し

法

定

の

桃

率

?:
支

挪

ふ

事

は

之

を
許
可
す
べ
し
と
發
布
せ
6

。
於
此

「

ナ
。ホ
レ
オ
ン

」

は 

之
に
對
す
る
報
復
ビ
し
て
一
八
〇
七
年
十
ニ
;-
1

十
七
2
! 

'附「

ミ
ラ
ン」

谳
令
を
發
し
英
國
.の
命
令
を
遵
泰
す
る
船 

舶
は
之
を
沒
收
す
る
旨
宣
布
せ
$
。(

同
上
四
月 

一m

號 

參
照)

か
く
の
如
ぐ
し
て
巾
立
國
船
舶
は
益
>
闽
嫣
な 

|

る
地
®

^
立
ち
當
時
最
も
®
大
な
る
通
商
國
に
し
て
自 

1.
1
1生
産
品
は
勿
論
交
戦
國
植
民
地
と
交
戰
國
問
の
交
通 

ノ

々
商
の
任
に
當
6
居
り
し
米
國
は
特
に
«
痛
甚
し
き
も 

\

の
あ
ト
し
な
り
。

\

米
國
は
，免
上
の
英
國
中
立
商
業
干
涉
に
對
し
强
硕
? :
. 

I.

る
抗
議
を
提
出
せ
る
事
數
次
に
し
て
其
都
度
多
少
の
讓 

步
を
得
た
&
。

一
 

七
九
四
年
從
來
怫
領

W

印
度
の
產
物 

を
中
立
國
に
31
搬
す
る
事
を
禁
止
せ
し
'が
此
年
米
國
に 

一
之
を
承
！§
し
米
國
趼
印
度
問
の
通
商
を
認
む
る
に
至
れ 

り
o

来
國
此
讓
步
を
解
し
て
！

n

く
、
吾
人
は
已
に
佛
領 

西
印
度
の
產
物
を
米
國
諸
«
に
輸
入
す
る
の
權
を
得
た 

り
、
其
輸
入
せ
る
も
の
を
禅
び
歐
大
陸
に
輸
出
す
る
の 

自
_

を
有
す
。
此
忙
權
利
を
連
續
的

R

行
使
す
る
は
可

觸 ；p r 纖 與

等
の
誤

b

な
き
を
確
信
す
と
。
英
國
の
主
張
は
之
に
反 

し
西
印
度
よ

b

米
國
に
對
す
る
輸
入
は
之
を
認
む
と

*

 

も
阿
印
度
よ
り
歐
洲
に
對
す
る
輸
出
は
即
之
を
禁
せ 

b

o
右
訓
令
は
許
可
ビ
禁
止
の
ニ
要
素
を
包
^
す
ビ
主 

.

張
せ
り
。

I

七
九
八
年
英
國
尙
一
層
の
讓
步
を
な
し
敵 

W

植
民
地
よ
り
歐
洲
に
向
け
該
植
民
地
生
產
品
を
績
載 

せ
る
中
立
船
舶
は
傘
捕
せ

.

ら
る
、
事
な
し
。
但
し
其
生 

產
品
は
中
立
貨
物
に
し
て
中
立
國
苦
く
は
英
國
の

‘
m

海 

に
赴
く
も
の
に
限

.
•る
。
而
し
て
歐
大
陸
^
の
通
商
は
凡 

て
英
國
を
經
凼
す
る
を
要
す
と
な
せ
り
。
此
訓
令
は
敵 

國
植
民
地
生
產
品
を
直
接
英
國
に
輸
入
し
得
る
事
と
定 

め
た
る
を
以
て
米
國
に
密
浓
の
必
要

I

に
至
り
し
が 

英
國
商
人
は
米
國
人
と
相
謀
り
不
正
の
'刺
益
を
應
斷
せ 

る
'

を
以
て
一
八

0

三
年
の
戰
郇
開
始
と
同
時
に
新
訓
令 

を
發
し
.敵
國
糚
民
地
の
產
物
を
中
立
國
船
に
よ

6

て
歐 

洲
に
連
搬
す
る
を
許
可
せ
し
も
英
帝
國
灣
を
以
て
寄 

滩
地

V
J

定
め
た

•

る
條
项
を
削
除
し
た
り
、
固
よ
り
其
生 

鹿
品
及
船
舶
は
屮
立
隞

R

K :
ff
i

し
其
中
立
國
R -
輸
入
す

笫
十

 

一
M 

(

六
六
七

)

る
場

#

に
限
る
は
勿
論
な

&

ビ
す
。
然
る
に
米
國
は
之 

を
以
て
滿
足
せ
ず
英
國
權
密
院
令
の
做
廢
を
嬰
求
し
て 

J 1
:

ま
ざ
り
き
。
當
時
雾
國
は
米
國y

し
于
戈
を
交
ゆ
る
の 

不
可
を
覺
ぅ
一
八 

一
ニ
年
六
月
- :

十
三

H

該
樞
密
院
令 

一
の
倣
廢
を
斷
行
せ
り
。
之
ょ
り
先
き
米
國
は
英
國
に
對 

し
宣
戰
の
布
吿
を
な
じ
遂
に
一
八
二
ー
年
英
米
戰

0

の 

ノ
惹
起
を
見
た

5

。
今
日
一
八

 

一
：
ニ

年

の

法

規

ミ

し

て

知 

\

ら
る 

>
 

主
義
は
交
戦
國
が
敵
國
ミ
通
商
す
る
の
自
l i
l

は 

\

交
戰
國
の
認
許
に
基
く
も
の
な
り
。
尤
も
中
立
國
の
通 

\

商
を
禁
ず
る
を
得
ざ
れ
ど
敵
を
利
す
る
の
故
?:
'以
て
之 

\

を
妨
窬
し
得
る
な
り
と
の
餘
に
し
で
十
八
世
紀
の
始
め 

|

に
當
り
述
續
航
路
主
義
は
海
法
の
一
部
と
な

b

1

般
に 

\

承
認
せ
ら
る
y

に
'

至
れ

b

o

 (

ナ
ィ
ン
チ

1

ン
ス
ヽ
セ
ン
、
 

,
.チ

.ユ
リ
ー

■
九

一
六
年
九
月
十
月
十

 

一H

號
所
栽
交
戰 

國
ミ
中
立
國
參
照

y

 

以
上
は
連
情
航
略
速
義
發
逄
の
沿
革
な
る
が
同
主
義 

は
戦
時
禁
惻
品
择
の
み
適
用
せ
る
枣
の
に
あ
ら
ず
、
敵 

國
に
對
す
る
物
資
供
給

S
.

遮
斷
を
以
て
目
的

t

; f

る
も

連
緻
航
猻
U
.關
す
名
荚
'米
の
.主
.服

.
.

,
.
.
.
第
31
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(

六
六
八〉

m

m

航

m

u

W i

す

h

英

米

の

主

m

第
五
敬

の
f

o

戰
昨
禁
制
品
な
る
語
は
比
較
的
近
代
の
語
に 

し

て

往!|
$

の

戰

郇

に

龙

て

は

交

戦

國

は

互

ひ

に

屮

立

國 

w

の
通
商
を

.

全
然
禁
止
せ
ん
と
カ
め
交
戰
權
を
餘
り

U

 

«

大
爾
し
f t

る
凝
果

4

立
權
を
無
視
し
た
る
辦
實
«
き 

に
あ
ら
す
。
戰
時
禁
制
品
な

.

る
も
の
を
設
け
商
品
を
直

. 

接
戰
時

R

關
係
す
る
も
の
に
制
服
し
た
る
は
肷
ち
も
直 

さ
す
中
立
權
認
識
の
結
报
に
外
な
ら
ざ
れ
ど
叙
上
の
米 

B I

の
主
張
に
至
づ
て
は
餘

6

に
中
立
權
を
主
張
し
過
ぐ 

る
の
慽
あ
云
は
ざ
る
べ
か
ら
ざ
る
な
り
。

第

六

■結

論

、
 

英

國

が

獨

逸

沿

庳

を

封

鑛

す

る
^

當
.
り

婼

ー

に
®

 

を
®

起

し

た

る

は

地

形

上

十

立

國

沿

岸

を

も

_

鑛

せ

ざ
 

る

を

得

ざ

る

點

に

莊
6

。

葙

し

英

國

に

し
\
し

中

立

_

沿
 

庠

を

封
傲

せ

ず

ビ

す

れ

ば

封
傭

の

目

的

は

逄

し

得

ら

れ
 

宅

直

接

獨

乙

沿

岸

封

傲

に

止

る

時

は

ナ

抹

、

和
蘭
、
 

®

J

ハ、
評

威

を

通

じ

て

獨

乙

亿

物

資

の

供

給

自

*

な

る
 

の

狀

耀

に

杻

る

を

以

て

か
/
'

る

態

度

に

出

で

た

る

な
 

り

。

然

る

に

ホ
立

國

を

_
餓
す

る

？
！
は

國

際

法
上
未
だ

許
容
せ
ら
れ
ざ
る
獸
®
忙
屬
し
居
る
を
以
て
封
激
の
眞 

目
的
介
る
敵
國
物
資
m '

l̂

杜
絕
を
全
r

フ
せ
ん
と
欲
せ
ば 

他
め
方
法
幺
採
用
，せ̂

^

るX

か
ら
ず

;0

述
續

«

海
.主
義 

の
適
用
は
最
も
機
宜
に
適
し
た
る
も
の
と
云
ふ
ベ
き
な
，
 

り
。

'i
l

l

.

主
義
は
戰
咕
禁

p

品
の
中
立
國
に
t t

lM
J

ら

る
y 

も
の
に
對
し
て
も
亦
適
用
し
得
べ
く
英
國
に
取
、り
て
は 

最
も
便
利
な
る
主
義
な

6

と
f t

'

じ
て
疑
は
ず
。

凡
そ
封
鎖
は
之
を
典
事
封
潋
ビ
商
事
封
鑛

.

に
.區
別
す 

る
を
得
。
兵
事
封
徽
は

.

敵
國
の
艦
隊
、
船
舶
を
港
海
内 

に
莉
欽
し

.

て
s .

出
動
を
防
止
す
る
を
以
て
虫
要
な
る

@

 

的
と
な
し
獨
乙
艦
隊
が「

キ
r

ル」

乃
至
'「

へ
リ
ゴ
ラ
ン 

ド」

に
激
伏
し
居
る
は
此
丘
ハ
事
封

«

の

結

染

な

^
;
。
然

る 

R

戰
箏
の
終
結
を
速
か
な
ら
し
め
ん
爲
に
食
料
品
並
に 

産
業
原
料
其
他
商
品
の
供
給
を
防
止
す
る

H

的
を
以
て 

行
ふ
封
鑛
は
之
を
商

®

封
錙
と
稱
す
。
而

b

て
中
立
國 

に
最
も
影
響
を
及
ぼ
す
は
此

1

封
釦
に
し
て
中
立
權 

.

ビ
交
戦
權
の
衝
突
も
亦
此
所
に
伏
茌
す
。
國
際
法
上
封 

徽
.

は
何
れ
の
場
合
に
せ
ょ
有
力
な
ら
ざ
る
ベ

.

か
ら
ず
。

J 興 ^ 與 ^ ^ 蘇 ^ ^ 球 賢 # ^ ^ 啊

少
く 

/ 

ノも
封
潋
線
に
近
づ
く
船
舶
に
危
險
な
ら
し
む
る 

狀
谣
を
維
特
す
る
に
足
る
所
謂
實
カ
的
封
鐘
線
の
設
定 

を
製
す
。
恭
し
封
鎖
侵
破
の
場
合
生
せ
ん
か
船
舶
及
其 

睃
貨
は
直
も
に
沒
收
せ
ら
る
べ
き
な
り
。
# 1

し
載
貨
の 

荷
賴
人
其
载

1

載
の
時
事
情
を
知
ら
ざ

6

し
事
を
立 

?

る
に
於
て
は
茲
に
始
め
て
其
沒
收
を
免
る
ベ
&
な 

り
0

(

1

九

1

六
年
七
月
八
日
は
廢
北
の
偸
敦
宣
言
第
ニ 

十
一
條
の
规
定
中
に
も
含̂

れ
居
れ
ど
1 1

際
法
上
一
般 

に
認
め
ら
る
、
所
な

，
b

 )

然
る
に
英
國
樞
密
院
令
及
佛 

國
訓
令
は
載
貨
の

.

全
部
を
沒
收
す
る̂

な
く
戰

K

禁
t

 

品
た
ら
ざ
る
物
资
に
就
き

V

は
捕
獲
審
檢
所
の
J E

當
と 

0

む
る
條
件
の
下
に

還

付

ス

は

質

收

を

な

す
事
と
定
め 

或
場
合
荷
主
が
郛

«

物
を

«

び
敵
國
に

輸
送
せ
ざ

る

宣
 

誓
の
下
に
之
を
荷
主
に
還
付
し
又
は
相
當
：の
代
價
I :

以
' 

て
賀
收
す
る
：事
を
得
る
旨
を
も
定
め
た
り

0

船
舶
も
亦 

多
量
の
戦
時
禁
制
品
搭
載
輸
送
等
の
場
合
を
除
き
之
を 

沒
收
せ
ざ
る
辦
ビ
な
せ
り
。
之
等
の
*
點
を
務
ふ
る
に 

何
れ
も
中
立

_

人
R

有
利
に
し
て
普
通
封

®

條
件

S

は

大S

に
其
趣
を
異
に
す
。
其
他
封
鑛
區
域
、*
傲
開
始
の 

事

實

等

，の
®

吿
、
中
立
船
舶
退
去
の
猶
豫
期
間
等
の
規 

定
を
設
け
ざ
る
が
如
き
何
れ
も
通
常
の
封
鑛
と
は
異
6
 

且
又
中
立
國
に
向
ふ
船
舶
に
對
し
て
も
亦
效
カ
を
及
ぼ 

J

す
點
なV

特
異
の
現
象H

し
て
#
來
の
封
锁
ヾ」

對
比
し 

極
め
て
變
則
の
も
の
云

は
ざ
る

ベ
か

ら

ず

。

さ
r i

ど 

1

方
ょ
，リ
觀
瘵
す
れ
ば
棄
も
進
步
せ
る
封
僦
ビ
見
る
を 

得
，ベ
く
中
立
國
の
權
利
を
尊
重
す
る
ヾ
し
闾
時
に
典
$
の 

j  
'

發
達
即
水
上
飛
籽
器
、V

無
線
電
信
、'
潜
航
艇
、
快
速
巡 

\

徉
艦
等
の
出
現
せ
る
今
日
舊
來
の
封
徽
规
則
適
用
の
不 

一
可
能
な
る
は
言
を
俟
た
ざ
る
所
な
り(

立
傅
士
著
戰
#
 

と
國
際
法
、
擬
似
封
潋
參
照
。)

戦
時
禁
刺
品
の
如
&
も 

\

戰
圖
機
器
發
逄
ビ
洪
に
祓
雜
ビ
な
り
從
て
».
類
亦
多
欉
、
 

と
な
b

在
來
の
禁
制
品
.と
條
件
附
禁
制
品
と
の
®
別
も 

大
ぃ
に
不
明
瞭
と
な
..れ
ぅ
。
之
れ
犁
に
巾
立
國
の
利
益 

を

擁
譏
す
る
點
に
於
て
の
み
^

に

し

て

交
戰
國
に

取 

り
て
は
敵
國
に
輸
出
入
せ
ら

る

、
凡
て
の
物
資
を
以
て 

禁
M
r-
I

nr
€

す

る

を
®

と
す
る

は

往
昔
に
於
け
る

这

毫
も

第
艽
«

::
'
、
八
.九

第
十

一

猎

(

六
六
九)

雜

錄

述

锁

航

煺

I:
明
す
ろ
哭
米
の
生
服



第
十
一
各

(

六
七
〇〕

雜

綠

速

婧

航

海

！£
_
す
る
英
米
の
±
强 

第

五

號

.

九
〇

異

る

所

を

見
^

る

な
6

。
殊
に
今

日

の

欧
洲
に
於

け

る
 

が
如
く
交
戰
國
の
數
遙
か
に
中
立
隞
に
凌
恕
す
る
場
合 

に
在

6

て

は
交
戰
國
の
勢

甚

極

め
て
大

な

る

も

の

あ

る
 

ベ
く
禁
制
品
ヾ

」

非

禁
制
品
の
別
ば
寧
ろ
無
き
に
如

か

ざ
 

る

を

思
は
ざ

る

能
は
ざ

る

な
b

。

現
戰
爭
に
於
て
戰
時
禁
制
品
は
連
續
航
路
主
義
の
適 

用
に
ょ
り
大

S

に
其
效

»

を
擧
げ
つ

A

あ
ぅ

V
J

稱
せ
ら 

る
。
英
國
の
對
米
囘
答
に
記
載
し
あ
る
が
如
ぐ
巾
立
國 

の
輸
入
軍
需
品
は
戰
前
に
比
し
莫
大
の
增
加
を
示
せ 

り
。
殊
に
綿
花
の
如
き
は
瑞
典
諸
港
に
山
輝
せ
る
に
拘 

ら
中
瑞
典
の
機
織
工
場
は
材
料
に
苦
み
つ
、
あ
り
。

之
. 

疑
も
な
ぐ
獨
逸
に
輸
出
せ
ら
る
、
も
の
に
し
て
一
時
中 

立
*

に
揚
陸
し
之
に
ょ

b

て
封
鎖
侵
破
»
く
は
戰
時
禁 

制
品̂

對
す
ム
處
罰
を
同
避
す
るU

外
な
ら
ず
と
推
測 

せ
ら
る
。
英
國
が

此
撾
の
商
業
に
對
し
連
續
航
路
主
義 

を
適
用
し
て
中
立
國
內
の
通
商
を
防
止
す
る
難
は
正
當 

な
る
交
戰
權

V

J
j a

る
べ
き
も
の
な
り
。

米
國
に

於
て
さ 

.

へ
公
；伞
な
る
意
見
を
持
す
る
人
々
は

.

米
國
政
府
の
杭

_

を
以
て
疋
當
な
り

V
J

は
認
め
居
ら
ず
。
英
人
が
主
張
す 

る
が
如
く
交
戰
國
は
何
れ
も
國
家
の
生
死
を
略
し
て
戰 

ひ
o

>
あ
る
も
の
な
れ
ば
中
立
國
の
單
純
な
る
利
益
の 

爲
に
交
戰
權
を
拘
束
す
る
が
如
き

.

は
國
家
ビ
し
て
忍
：ぶ.

. 

能
は
ざ
る
所
な

i

若
し
米
國
の
ま
張
を
し
て
英
國
の 

全
部̂

容
す
る
所

S

な
ら
ん
か
戰
爭
は
益
々
ゑ
«
す
べ 

き
も
短
縮
せ
ら
る

S

の
理
な
し
。
の
み
な
ら
ず
英
國
の 

地
位
を
しV

大
な
る
危
險
に
陷
ら
し
む
ベ
ぐ
到
底
英
國 

の
姿
如
た
る
能
は
ざ
る
所
な

b

。
況
ん
や
英
國
及
聯
合 

國
は
巾
立
國
の

.

待
®
に
は
最
も
寬
大
の
處
置
を
採
り
從 

來
の
嚴
格
な
る
，封
鎖
規
定
を
採
用
せ
ず
極
めV

中
立
權 

侵
害
を
避
ぐ 

'

る
の
態
度
に
出
で
居
れ
る
に
於
て
を
や
。
 

之
れ
疑
も
な
く
中
立
國
民
の
權
利
を
尊
重
し
a t

感
情
を 

害

せ

ざ
ら
ん
と
し
た
る
結
果
に
外
な
ら
ず

。

V

J

mに
英
 

國
及
聯
合
國
の
立
脚
地
ょ
り
云
ふ
に
非
ず
し
て
凡
で
の 

交
戦
國
が
咿
立
國
に
對
し
英
國
_
樣
の
態
度
に
出
づ
る 

事
は
：

®

界

惯

習

法

た

る

國

際

.法

の

精

神

に

違

反

す

る

も 

の

と

は

云a

得

ざ

る

ベ

き

な

ぅ

。
.
唯

だ

獨

逸

は

敵

國

に

驟

對
し
て
は
勿
論
中
立
國
に
對
し
て
も
亦
非
人
道
的
行
動 

を
採

b

國
際
慣
例

を

無

視

せ
6

。
此
行
爲
に
對

し
て
は 

文

明

諸

國

は

戰

®

^

は

固

ょ

り

戰

後

r c

於
て
厳
に
之

を
 

責
.む

る
■
の

決

心

な

か

る

ベ

力

ら

ざ

る

な
b

.

最
後
に
述
續
航
路
主
義
の
適
用
に
際
し
多
少
間
題
ビ 

な
る
べ
き
は
和
; 1

の
如
き
交
戰
國

S

陸
續
き
の
小
立
國 

が
他
の
小
立
國
ょ
り
戰
蹄
禁
制
品
を
轍
入
し
又
獨

m

の 

商
品
を
輸
出
す
る
に
當
り
て
此
主
義
を
適
用
し
得
る
や 

否
や
に
在
り
。
元
來
述
續
航
路
主
義
な
る
も
の
は
其
文 

宇
の
示
す
が
如
く
水
上
の
交
通
を
意
味
し
陸
上
に
之
を 

適
用
し

#

る
や
は
疑
間
.な
る
が
此
主
義
の
糊
刺
に
至
り 

て
は
水
上
と
陸
上
と
の
區
別
存
す
ベ
か
ら
ざ
る
を
以
て 

和
®
に
て
事
實
耍
せ
ざ
る

m

事
品
の
和
1 1

に
向
ひ
て
| | 

大
R

輸
送
せ
ら
る
>時
は
其
終
局
の
到
翁
地
を
以
て
敵 

國
に
狂
り
と
見
倣
し
典
轍
送
を
防
±
す
る
は
敢
て
不
可 

な
き
を
信
じ

V

疑
は
ず
。
何
れ
に
せ
ょ
戰
後
の
平
和

#

 

«
又
は
：

i

殊
の
國
_
法
科
議
に
於
て
戰
時
法
規
の
大
改 

訂
を
耍
す
る
點
多
々
あ
る
事
は
言
を
俟
た
：ず
マ」

斷
言
し 

て

憚

ざ

る

な

(

大
疋
六
年
四
月
六
日
稿)
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雜

錄
涵
際
關
係
の
將
來

國
際
關
係
の
將
來松

響 .

現
戦
爭
は
价
评
炎
，上
未
曾
洧
.の
大
亂
な
る
丈
け
、
物
赏
上
输
神
上
文 

明
の
迆
步
'|-
興

<
?:
る
衧
擊
も
^
祓
大
对
る
1
の
あ
る
べ
き
が
故 
>レ 

將
來
|1
於
て
は
神
び
斯
く
0
-5̂
さ
災
禅
の
.贺
發
^>
防
"
し̂
て
_
際
關 

係
の
圓
滑
か
計
る
の
耍
あ
る
は
蔻
し
何
人
も
疑
は
ざ
る
所
な
る
べ 

し
。
遒
れ
か
以
て
各
國
の
M

m
家
'中
卩
は
卑
く
も
斯
3
见
地
[:
立
ち 

て
戰
缵
の
終
結
せ
、ざ
る
今
n
ょ
リ
、
B
に
戰
後
に
於
け
る
平
和
持
緻 

の
方
法
(:
關
し
て
云
爲
す
る
も
の
昨
今
樹
々
相
出
づ
ろ
の
^

0
 

る
に
至
れ
リ
。
前
號
及
'び
木
，號
|:
於
て
占
部
数
授
の
紹
介
せ
る
ボ
ー 

ヲX

ド
、

n—

ズ
氏
の
所
論
の
如
合
は
叨
か
I:
叙
上
0 

b
ソ
ト
かJ

 

含
せ
る
む
の
な
る
が
、
今
予
が
第

;V

節
か
抄
譯
せ
ん
と
す
る
英
國
ベ 

Jy
フ
ァ
ス
ト
大
墩
經
濟
史
講
師
ct
ソ
ラ
ー
ド
、
.f

ル

氏
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丄
亦
贸 

u
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猶
の
藉
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す
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ジ
が
氏
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^
 

般
は
旣
に
本
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一
月
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史
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